
令和２年５月２7 日 

保護者各位 

学校法人田園学園 宮崎台幼稚園 

園長  中村 達也 

 

臨時休園解除と今後の対応について 

 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が、解除されたことにより、幼稚園の臨時休園を解除いたし

ます。しかし、すぐに通常通りの登園とはしません。小学校の状況等を踏まえながら、徐々に再開していきたい

と思います。幼稚園としての今後の対応をまとめましたので、お知らせいたします。尚、国や県が方針を変更し

た場合は、その方針に沿って幼稚園の対応も変更になる可能性がありますことをご承知おきください。 

 

◎始業式  6 月 1 日（月）年長全員登園  令和２年度のバス時間表で送迎します。 

 

◎入園式  6 月 2 日（火）年少と年中全員登園  集合時間などは別紙を参照してください。 

 

◎6 月 3 日（水）～12 日（金）  分散登園 午前保育（給食なし） 

 〇年長と年中は２クラスずつ、年少は１クラスを半分に分けて、1 日おきに登園します。 

  ・A グループ＝ちきゅう、たいよう、さくら、すみれ、年少の名簿番号 1～14 番の子の登園日 

    6/3、6/5、6/9、6/11 

  ・B グループ＝ひかり、かぜ、ばら、こすもす、年少の名簿番号 15～29 番の子の登園日 

    6/4、6/8、6/10、6/12 

 

◎6 月 15 日（月）～30 日（火） 分散登園 1 日保育（給食あり） 

 〇年長と年中は２クラスずつ、年少は１クラスを半分に分けて、1 日おきに登園します。 

 〇給食があります。そして、6 月に限り水曜日にも給食を出し、給食後に降園します。 

   12：25 1 コースバス出発  12：45 徒歩通園お迎え 

月、火、木、金曜日は、通常通りです。 

13：55 1 コースバス出発  14：15 徒歩通園お迎え 

 〇給食の献立は、2 日毎に同じメニューにします。（ひまわりの子の給食は考慮します。） 

  ・A グループ＝ちきゅう、たいよう、さくら、すみれ、年少の名簿番号 1～14 番の子の登園日 

    6/15、6/17、6/19、6/23、6/25、6/29 

  ・B グループ＝ひかり、かぜ、ばら、こすもす、年少の名簿番号 15～29 番の子の登園日 

    6/16、6/18、6/22、6/24、6/26、6/30 

 

◎7 月からは通常登園とします。水曜日も通常通り、給食なしで午前保育になります。 

月、火、木、金曜日（給食ありの日） 

13：55 1 コースバス出発  14：15 徒歩通園お迎え 

  水曜日（給食なしの日） 

   11：05 1 コースバス出発  11：25 徒歩通園お迎え 

 

◎保育日数確保のため、夏休みと冬休みを短縮します。 

 〇夏休み……8 月 1 日（土）～16 日（日） 

 〇冬休み……12 月 26 日（土）～1 月 5 日（火） 



 

◎1 学期は、6 月 1 日（月）～7 月 31 日（金）です。 

2 学期は、8 月 17 日（月）～12 月 25 日（金）です。 

3 学期は、1 月 6 日（水）～3 月 25 日（木）です。 

 

◎手作り弁当の日は、9 月から実施します。 

 

◎例年 6 月に実施していた父親参観と、7 月に実施していた保育参観は、中止します。父親参観は 11 月に、保

育・給食参観は 2 月に行なう予定です。 

 

◎サギヌマスイミングスクールでのプール遊びは、9 月より実施します。 

 

◎例年実施していた 4 月の健康診断と、6 月の歯科検診については、日程を変更して実施します。尚、今年度よ

り年長と年中の健康診断は、保護者同伴ではなく、何か園医の先生に相談したいことがある方のみ来園してい

ただくことにする予定です。年少の健康診断は、保護者同伴です。歯科検診は、全学年について、保護者同伴

はありません。 

 

◎その他、年間行事予定が、例年より大幅に変更になります。別紙をご覧ください。 

 

◎ひまわりクラブについて 

 ・6 月 2 日（火）は、入園式の為お休みします。 

 ・6 月中は、原則的に 5 月までのように縮小傾向で実施し、7 月からは通常に戻します。ただし、6 月中で

も、どうしても必要な場合には、担任までご相談ください。 

 ・6 月の分散登園期間中、登園日ではないクラスのひまわり利用者は、1 日預かりとしてお預かりします。 

 ・6 月中の日割りの利用料金については、6 月 1 日～12 日及び 17 日と 24 日は 1,200 円、15 日～30 日

の水曜日以外は 1,000 円とします。（登園日ではない子を含む） 

 ・5 月まで月極めを辞めていて、6 月から月極めに復帰したい方は、出来る限り 5 月末までに幼稚園へご連絡

をください。尚、日割りの期間中は、給食が出せません。 

 

◎保育料については、6 月より通常通り徴収させていただきます。8 月についても、給食費・冷暖房費を徴収し

ます。 

 

◎給食の配膳について、教職員は普段の保育中のエプロンではなく、配膳用のエプロン（かっぽう着）と使い捨

て手袋を着用して行ないます。 

 

◎マスクの着用について、文科省からの通知で、熱中症や呼吸困難防止のため学校の体育の授業の際は外して行

なうよう指示がありました。幼稚園では、園庭の自由遊びの際に、走り回る子もいれば砂場などで静かに遊ぶ

子もいます。これから、気温が高くなるとマスクの着用が、体調に悪影響がある可能性があることを考慮して、

当園では、屋内の活動の際は着用して、園庭の活動の際は外しても構わないことにします。ただし、マスクの

着用を、どうしても嫌がる子もいます。着用を強要し、それが原因で、不登園になることもありますので、マ

スクの着用は、原則であり、強制はしません。 

 

以上、現在の状況による変更点をお知らせしました。尚、前述の通り、これから感染拡大の第 2 波第３波が来て、

国や県が方針を変更した場合は、その方針に沿って幼稚園の対応も変更になる可能性があります。ご了承くださ

い。 


